
 

次期総合計画策定に係る基礎調査等支援業務委託 

企画提案公募要領 

 

１ 業務概要等 

（１）業務名  

    次期総合計画策定に係る基礎調査等支援業務委託 

（２）業務目的  

    令和５年１０月、「県民一人ひとりが豊かさを実感できるやまなし」の実現に

向け、県政運営の基本指針となる「山梨県総合計画（２０２３年策定版）」を策

定し、令和８年度末に期間終了を迎える。 

急激に変化する社会経済情勢や多様化する県民ニーズに的確に対応する新たな

総合計画を令和９年度に策定するため、その基礎資料となる調査・分析を行うも

のである。 

（３）業務内容 

別紙「次期総合計画策定に係る基礎調査等支援業務委託仕様書」（以下「仕様

書」という。）のとおり。 

（４）契約期間  

契約締結日から令和９年２月２６日（金）まで 

（５）委託料上限額  

金３，３６６，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

※この金額は、本業務の調達における提案価格の上限であり、契約時の予定 

価格を示すものではない。 

（６）スケジュール 

① 企画提案募集開始   令和８年 ４月２８日（火） 

  ② 質問受付期限     令和８年 ５月１３日（水）午後５時 

  ③ 質問最終回答期限   令和８年 ５月１４日（木） 

  ④ 参加申込書受付期限  令和８年 ５月１５日（金）午後５時 

  ⑤ 企画提案書提出期限  令和８年 ６月 １日（月）午後５時 

  ⑥ 審査         令和８年 ６月 ５日（金） 

  ⑦ 審査結果通知     令和８年 ６月 ８日（月） 

 

２ 企画提案募集要項等の配布 

「山梨県高度政策推進局政策調整グループ」ホームページからダウンロードするこ

と。 

 URL: https://www.pref.yamanashi.jp/seisaku/index.html 

 

３ 応募資格 

 企画提案に参加する者は、次の要件をすべて満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し



 

ない者であること。 

（２）物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等（令和３年山梨県告示第６

７号）に規定する物品購入等入札参加有資格者名簿に登載されている者又は契約

までに名簿に登載見込みの者であること。 

（３）この公告の日から企画提案審査の日までの間に山梨県から「山梨県物品購入等

契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている日が含まれてい

る者でないこと。 

（４）県の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当な者で

あると認められる者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申し立て、

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申し立て

が なされている者（更生手続開始又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。）

でないこと。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人にあって

はその役員が暴力団員でないこと。 

（７）山梨県税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 

（８）業務を遂行するために必要とされる経験や知識を有する者を従事させることが

できる等、本委託事業を適切に履行できる者であること。 

 

４ 企画提案への参加申し込み 

本企画提案への参加を希望する者は、応募資格を有することを証明するため、企画

提案参加資格確認申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を提出し、企画提

案参加資格の確認を受けなければならない。 

（１）申請書に添付する書類 

①誓約書（様式第２号） 

②役員名簿（様式第３号） 

③会社概要等整理表（様式第４号） 

  会社概要等紹介のパンフレット等がある場合は、併せて添付すること。 

④物品等競争入札参加資格審査申請書の写し（参加申込書の提出時点で、 

物品購入等入札参加有資格者名簿に登載されていない者のみ提出すること） 

（２）提出期限 

令和８年５月１５日（金）午後５時（必着） 

（３）提出場所 

山梨県高度政策推進局 政策調整グループ 

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 県庁本館３階 

（４）提出部数及び提出方法 

書面により企画提案参加資格確認申請書（様式第１号）及び４（１）を正本１

部、副本１部提出すること。 



 

持参又は郵送・宅配により提出することとし、４（２）の提出期限までに必着

のこと。 

持参の場合は、山梨県の休日を定める条例（平成元年３月２７日条例第６号）

に定める県の休日を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時ま

での間に提出すること（以降の持参による提出の場合も同様とする）。 

  持参以外の方法で提出した場合は、到達したことを１３の問合せ・連絡先に電

話で確認すること。 

（５）結果通知 

参加資格審査結果は、令和８年５月１８日（月）以降にすべての申請者に対し

郵送にて通知する。 

 

５ 質問の受付 

本企画提案及び仕様書に対し質問がある場合には、次期総合計画策定に係る基礎調

査等支援業務委託に関する質問票（様式第５号）に記載の上、電子メールにて送信す

ること。その際、件名を「次期総合計画策定に係る基礎調査等支援業務委託に関する

質問（法人名）」とすること。なお、電話や口頭による質問は受け付けない。 

（１）質問の送付先 

山梨県高度政策推進局 政策調整グループ 

メールアドレス：seisaku@pref.yamanashi.lg.jp 

（２）受付期間 

令和８年４月２８日（火）から５月１３日（水）午後５時まで（必着） 

（３）質問に対する回答 

質問に対する回答は、県が応募資格を有すると確認した者すべてに対し、電子

メールで行う。 

（４）留意事項 

質問の内容は簡潔で分かりやすく記載すること。 

質問票を添付した電子メール送信後に、電話にて受信確認を行うこと。 

質問の内容についての確認をメール等にて行うことがあるので、その場合は速

やかにメールにて返信すること。 

 

６ 企画提案書の提出 

企画提案は１参加者につき１件のみとし、次により提出すること。 

（１）企画提案書 

企画提案書は、「仕様書」及び「次期総合計画策定に係る基礎調査等支援業務

委託企画提案書作成要項」に基づき作成すること。 

（２）提出部数及び提出方法 

書面により７部（正本１部、副本６部）を提出すること。 

提出は持参又は郵送・宅配により行い、６（４）の提出期限までに必着のこと。 

持参以外の方法で提出した場合は、到達したことを１３の問合せ・連絡先に電

話で確認すること。 

合わせて、企画提案書及び見積書の電子データ（PDFファイル）を１３のメー

ルアドレスあてに提出すること。 

（３）提出書類 



 

① 企画提案書かがみ（様式第６号） 

② 企画提案書（任意様式） 

③ 見積書（任意様式） 

（４）提出期限 

令和８年６月１日（月）午後５時（必着） 

（５）提出場所 

山梨県高度政策推進局 政策調整グループ 

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 県庁本館３階 

（６）企画提案書の提出辞退 

参加資格確認申請書提出後に企画提案書の提出を辞退する場合は、「辞退届出

書（様式第７号）」を企画提案書の提出期限までに、６（５）の提出場所へ提出

すること。 

 

７ 企画提案プレゼンテーション 

次期総合計画策定に係る基礎調査等支援業務委託に係る企画提案審査会において、

提案のあった企画提案書に基づき、対面によるプレゼンテーションを実施し、その企

画提案を審査する。 

（１）実施日時・場所 

  日時：令和８年６月５日（金）午後（予定） 

  場所：山梨県庁（山梨県甲府市丸の内１－６－１） 

  ※詳細な時間及び場所等は、企画提案書を提出した者に対し個別に通知する。 

（２）プレゼンテーション時間 

  時間は１法人あたり３０分以内とし、説明時間２０分、質疑時間１０分以内と

する。 

（３）その他 

提出した企画提案書の内容等についてプレゼンテーションすることとし、追加

提案の説明や追加資料の配付は認めない。 

やむを得ない事情等がある場合を除き、プレゼンテーションに参加しない場合

は選考から除外する。 

投影する機材は山梨県で用意する。 

 

８ 審査基準  

企画提案の評価項目と各項目に対する評点は、別添「審査基準表」のとおりとし、

評価の得点が最も高い者を最優秀提案者とする。 

得点が同点の者が生じた場合は、審査会において協議の上、順位を決定する。 

 

９ 審査結果通知 

（１）審査結果 

審査の結果は、全ての企画提案者へ書面により通知するものとする。その上で、

後日選定結果をホームページで公開する。 

なお、審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。 



 

 

10 企画提案の無効 

次のいずれかに該当する場合の企画提案は無効とする。 

（１）提案に参加する資格のない者が提案したとき。 

（２）所定の日時及び場所に企画提案書類等を提出しないとき。 

（３）提案に関して談合などの不正行為又は参加に際して事実に反する申し込みや提

案などの不正行為があったとき。 

（４）提案者が、他人の提案の代理をしたとき。 

（５）企画提案審査会の委員又は担当部局職員に対して、直接又は間接的に本公募に

関し援助を求めたとき。 

（６）本要領に規定する参加資格を満たすことが確認された者が、その確認後におい

て、次のいずれかに該当するとき。 

本要領に規定する参加資格を満たさなくなったとき。 

企画提案書類等に虚偽の記載をしたとき。 

 

11 契約に関する事項 

（１）審査により最優秀提案者として決定された者を優先交渉権者として交渉を行い、

随意契約により契約を締結する。契約交渉の際、企画提案書の内容を踏まえ仕様

書を変更するものとし、合意に至った場合は、本委託業務の契約手続きを行う。 

（２）優先交渉権者との協議が整わず契約の見込みがないときは、次点の提案者と交

渉を行い、前項に準じて契約する。 

（３）契約書は２通作成し、双方記名押印のうえ各自１通を所持するものとする。 

 

12 その他 

（１）必要に応じて参加申込みに関する照会を行う場合があるため、速やかに対応す

ること。 

（２）契約保証金は契約金額の１００分の１０以上の金額とする。ただし、山梨県財

務規則（昭和３９年山梨県規則第１１号）第１０９条の２各号に該当する場合は

免除とする。 

（３）提出された企画提案書類等は返却しない。 

（４）本提案により知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

（５）契約の候補者として選定された後に、提案内容を適切に反映した仕様書を作成

するため、業務の具体的な実施方法について提案を求めることがある。 

（６）企画提案書類等の内容については、協議の上、本業務の仕様書に反映する場合

がある。 

（７）参加申し込み及び企画提案に関する説明会は行わない。 

（８）企画提案に要する費用は、参加者の負担とする。 

（９）災害等、不測の事態が生じた場合は、本業務に関する手続きを延期することが

ある。 

（１０）企画提案及び契約手続き、並びに、業務実施において使用する言語及び通貨



 

は日本語及び日本国通貨とする。 

（１１）委託業務の一部を一括して第三者に再委託することは認めない。ただし、山

梨県の承認を受けた場合は、この限りでない。 

 

13 問合せ・連絡先 

山梨県高度政策推進局 政策調整グループ 

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内１－６－１ 県庁本館３階 

電話：０５５－２２３－１５５３（直通） 

メールアドレス：seisaku@pref.yamanashi.lg.jp 

 

 


